
【事件番号】訂正 2008-390055 
【審決理由全文】 
 1.請求の要旨 
本件審判の請求の要旨は、特許第 3879683 号発明(平成 13 年 7 月 6 日に出願した特願

2001-206194 号の一部を平成 15 年 3 月 12 日に新たな特許出願としたものであって、平成

18年 11月 17日に設定登録したもの)の明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、

すなわち、下記のとおり訂正することを求めるものである。 
 
(訂正事項 a) 
請求項 1 の、「支持枠体に支持され遊技者が対面して遊技を行う遊技面を備えた遊技台と、

同遊技台に対して開閉可能に支持され同遊技面の前方に配置される扉枠と、前記扉枠の背

面であって、前記遊技台の遊技面よりも下方に配置され遊技者の発射装置の操作に基づい

てパチンコ球を遊技面に向かって発射させる発射機構とを備え、同発射機構によって発射

されたパチンコ球に基づいて前記遊技面における所定の遊技動作を実行させるようにした

パチンコ遊技機において、前記扉枠には同遊技台方向から供給されるパチンコ球を貯留す

るパチンコ球受け皿が一体化して形成され、前記発射機構によるパチンコ球の発射準備位

置を同扉枠の最下端よりも更に下方に配置させようにしたことを特徴とするパチンコ遊技

機。」 
を、 
「支持枠体に支持され遊技者が対面して遊技を行う遊技面を備えた遊技台と、同遊技台に

対して開閉可能に支持され同遊技面の前方に配置される扉枠と、前記扉枠の背面であって、

前記遊技台の遊技面よりも下方に配置され遊技者の発射装置の操作に基づいてパチンコ球

を遊技面に向かって発射させる発射機構とを備え、同発射機構によって発射されたパチン

コ球に基づいて前記遊技面における所定の遊技動作を実行させるようにしたパチンコ遊技

機において、前記扉枠には同遊技台方向から供給されるパチンコ球を貯留するパチンコ球

受け皿が一体化して形成され、前記発射機構によるパチンコ球の発射準備位置を同扉枠の

最下端よりも更に下方に配置させたことを特徴とするパチンコ遊技機。」 
と訂正する。 
 
(訂正事項 b) 
明細書の段落【0005】の、「【課題を解決するための手段】 
上記の目的を達成するために、請求項 1 に記載の発明では、支持枠体に支持され遊技者が

対面して遊技を行う遊技面を備えた遊技台と、同遊技台に対して開閉可能に支持され同遊

技面の前方に配置される扉枠と、前記扉枠の背面であって、前記遊技台の遊技面よりも下

方に配置され遊技者の発射装置の操作に基づいてパチンコ球を遊技面に向かって発射させ

る発射機構とを備え、同発射機構によって発射されたパチンコ球に基づいて前記遊技面に



おける所定の遊技動作を実行させるようにしたパチンコ遊技機において、前記扉枠には同

遊技台方向から供給されるパチンコ球を貯留するパチンコ球受け皿が一体化して形成され、

前記発射機構によるパチンコ球の発射準備位置を同扉枠の最下端よりも更に下方に配置さ

せるようにしたことをその要旨とする。・・・」 
を、 
「【課題を解決するための手段】 
上記の目的を達成するために、請求項 1 に記載の発明では、支持枠体に支持され遊技者が

対面して遊技を行う遊技面を備えた遊技台と、同遊技台に対して開閉可能に支持され同遊

技面の前方に配置される扉枠と、前記扉枠の背面であって、前記遊技台の遊技面よりも下

方に配置され遊技者の発射装置の操作に基づいてパチンコ球を遊技面に向かって発射させ

る発射機構とを備え、同発射機構によって発射されたパチンコ球に基づいて前記遊技面に

おける所定の遊技動作を実行させるようにしたパチンコ遊技機において、前記扉枠には同

遊技台方向から供給されるパチンコ球を貯留するパチンコ球受け皿が一体化して形成され、

前記発射機構によるパチンコ球の発射準備位置を同扉枠の最下端よりも更に下方に配置さ

せたことをその要旨とする。・・・」 
と訂正する。 
 
(訂正事項 c) 
明細書の段落【0007】の、 
「【発明の効果】 
請求項 1 に記載の発明では、発射機構によるパチンコ球の発射位置を前記扉枠の最下端よ

りも更に下方に配置させるようにするようにし、更に発射待機球支持手段を設けて発射待

機球の支持をさせるようにしたため、発射機構の配置位置が従来のように限定されること

なく例えば遊技面を拡大させるというような設計変更にも対応できるようになった。」 
を、 
「【発明の効果】 
本発明では、発射機構の配置位置が従来のように限定されることなく例えば遊技面を拡大

させるというような設計変更にも対応できるようになった。」と訂正する。 
 
2.当審の判断 
(1)訂正事項 a および訂正事項 b について 
訂正前の請求項 1 に記載された「・・・前記発射機構によるパチンコ球の発射準備位置を

同扉枠の最下端よりも更に下方に配置させようにしたこと・・・」を、訂正後の請求項 1
において、「・・・、前記発射機構によるパチンコ球の発射準備位置を同扉枠の最下端より

も更に下方に配置させたこと・・・」とする訂正は、「させようにした」では意味不明な記

載であって、「させた」とすることにより明りょうな記載となるから、訂正事項 a は、誤記



の訂正であるとの請求人の主張よりも、むしろ不明りょうな記載を訂正するものと認めら

れる。 
そして、訂正後の段落【0005】において、「・・・、前記発射機構によるパチンコ球の発射

準備位置を同扉枠の最下端よりも更に下方に配置させたこと・・・」とする訂正である訂

正事項 b は、訂正事項 a に連動して明細書の記載を訂正するものであるから、訂正事項 a
と同様の理由により不明りょうな記載を訂正するものと認められる。 
したがって、訂正事項 a および訂正事項 b は、不明りょうな記載の釈明を目的とするもの

と認められる。 
さらに、上記訂正事項 a および訂正事項 b は、いずれも訂正前の明細書に記載されていた

事項に基づいて行われているから、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲

内においてされたものであり、また、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するもので

もない。 
 
(2)訂正事項 c について 
i)特許請求の範囲には請求項 1、請求項 2 および請求項 3 が記載されているのに対して、訂

正前の段落【0007】の【発明の効果】の「請求項 1 に記載の発明では、発射機構によるパ

チンコ球の発射位置を前記扉枠の最下端よりも更に下方に配置させるようにするようにし、

更に発射待機球支持手段を設けて発射待機球の支持をさせるようにしたため、発射機構の

配置位置が従来のように限定されることなく例えば遊技面を拡大させるというような設計

変更にも対応できるようになった。」なる記載は、段落【0007】の【発明の効果】の記載に

おいては、「請求項 1 に記載の発明では」と記載しているので、本発明の作用効果が請求項

1 に記載の発明にのみ対応するのか、請求項 2 に記載の発明および請求項 3 に記載の発明に

も及ぶのか明りょうでなかった。 
そこで、訂正前の段落【0007】の「請求項 1 に記載の発明では」なる記載を、訂正後の段

落【0007】において「本発明では」なる記載として、段落【0007】の【発明の効果】の記

載が請求項 1 に記載の発明?請求項 3 に記載の発明に対応することを明りょうにするために

訂正するものである。 
ii)訂正前の段落【0007】の【発明の効果】の「請求項 1 に記載の発明では、発射機構によ

るパチンコ球の発射位置を前記扉枠の最下端よりも更に下方に配置させるようにするよう

にし、更に発射待機球支持手段を設けて発射待機球の支持をさせるようにしたため、・・・」

なる記載については、訂正前の請求項 1 の「・・・前記遊技台の遊技面よりも下方に配置

され遊技者の発射装置の操作に基づいてパチンコ球を遊技面に向かって発射させる発射機

構とを備え、・・・前記発射機構によるパチンコ球の発射準備位置を同扉枠の最下端よりも

更に下方に配置・・・」なる記載および同請求項 2 の「・・・前記遊技台の遊技面よりも

下方に配置され遊技者の発射装置の操作に基づいてパチンコ球を遊技面に向かって発射さ

せる発射機構とを備え、・・・前記発射機構によるパチンコ球の発射準備位置を同受け皿扉



枠の最下端よりも更に下方に配置・・・」なる記載並びに上記請求項 1 および上記請求項 2
の従属項である請求項 3 の記載に基づけば、「発射機構によるパチンコ球の発射準備位置を

扉枠の最下端よりも更に下方に配置させること」に関する記載が請求項 1?請求項 3 にある

ものの、請求項 1?請求項 3 には、訂正前の段落【0007】の【発明の効果】の「・・・、発

射機構によるパチンコ球の発射位置を前記扉枠の最下端よりも更に下方に配置させるよう

にするようにし、・・・」なる記載はない。 
また、上記のような訂正前の請求項 1 および請求項 2 の従属項である請求項 3 の記載に基

づけば、請求項 1?請求項 3 に「更に発射待機球支持手段を設けて発射待機球の支持」に関

する記載は全くない。 
上記のとおり、訂正前の段落【0007】の【発明の効果】の「・・・、発射機構によるパチ

ンコ球の発射位置を前記扉枠の最下端よりも更に下方に配置させるようにするようにし、

更に発射待機球支持手段を設けて発射待機球の支持をさせるようにしたため、・・・」なる

記載は、請求項 1?請求項 3 にない構成となるので、この記載は不明りょうとなる。 
そこで、この不明りょうな記載を削除して、段落【0007】の【発明の効果】の記載が請求

項 1?請求項 3 に対応するものであることを明りょうにするために行う訂正である。 
したがって、訂正事項 c は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものと認められる。 
さらに、上記訂正事項 c は、訂正前の明細書に記載されていた事項に基づいて行われている

から、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであ

り、また、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。 
 
3.むすび 
以上のとおり、訂正事項 a および訂正事項 b からなる本件訂正審判の請求は、特許法第 126
条第 1 項第 3 号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第 2 項乃至第 4 項の規定に適合する。 
よって、結論のとおり審決する。 
  


